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遺族年金の見直しについて 

◆年金制度改正法案に対する意見 

遺族年金の見直しをめぐり、ＳＮＳ等に“５年で打切り”“大幅カット”といった投稿がなされ、国会議員に苦情が寄せら

れていると報じられています。 

 こうした反応を受け、厚生労働省は６月３日、「遺族厚生年金の見直しに関するご指摘への考え方」を示しました（６

月 11 日更新）。 
 

◆遺族厚生年金を受給している方等は見直しの対象外 

見直しの施行直後に原則５年の有期給付の対象となるのは、18 歳年度末までの子がいない、2028 年度末時点で

40 歳未満の女性で、既に遺族厚生年金を受給している方や 60 歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方、

2028 年度に 40 歳以上になる女性には、影響はありません。 

 18 歳年度末までの子がいる方は、子が 18 歳年度末になるまでの間の給付内容は現行制度と同じです。 
 

◆「５年の有期給付」について 

見直し後は、60 歳未満で死別した場合、原則５年間の有期給付となりますが、この給付には加算が上乗せされ、５

年有期給付の遺族厚生年金の額は現在の約 1.3 倍となります。要件を満たす方は、中高齢寡婦加算も支給されます。 

また、障害年金受給権者や単身で就労収入が月額約 10 万円以下の方は継続給付として引き続き増額された遺族

厚生年金が支給され、収入が増加するにつれて収入と年金の合計額が緩やかに増加するよう年金額が調整されます。 
 

◆遺族厚生年金の男女差の解消 

現行では、女性が 30 歳以上で死別した場合に無期給付となる一方、男性は 55 歳未満で死別した場合給付がなく、

55 歳以上で死別した場合、60 歳から無期給付となります。 

見直し後は、男女ともに収入要件がなくなり、上記の給付が受けられるようになります。 
 

【厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00020.html 
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カスハラ・就活セクハラ策を盛り込む法改正が行われます 
 

６月４日、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を

改正する法律が参議院本会議で可決・成立しました。一部を除き、公布の日から起算して１年６月以内で、政令で定め

る日に施行されます。 
 

◆改正の概要 

 １．ハラスメント対策の強化【労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法】 

① カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、カスタ

マーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化する。 

② 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針

を示すとともに、求職者等に対するセクシュアルハラスメントに起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務を明

確化する。 

③ 職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて国民の規範意識を醸成するために、啓発活動を行う国の責務

を定める。 
 

２．女性活躍の推進【女性活躍推進法】 

① 男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表を、常時雇用する労働者の数が 101 人以上の一般事業主及

び特定事業主に義務付ける。 

② 女性活躍推進法の有効期限を令和 18 年３月 31 日まで、10 年間延長する。 

③ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の健康上の特性に配慮して行われるべき旨を、基本原則に

おいて明確化する。 

④ 政府が策定する女性活躍の推進に関する基本方針の記載事項の一つに、ハラスメント対策を位置付ける。 

⑤ 女性活躍の推進に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度（プラチナえるぼし）の認定要件に、求

職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加する。 

⑥ 特定事業主行動計画に係る手続の効率化を図る。 
 

３．治療と仕事の両立支援の推進【労働施策総合推進法】 

○ 事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課すとともに、当該

措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備する。 
 

【厚生労働省「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一

部を改正する法律案の概要」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/001438881.pdf 
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７月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 

10 日 
 

○ 健保・厚年の報酬月額算定基礎届の提出期限［年金事務所または健保組合］＜７月１日現在＞ 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○ 特例による源泉徴収税額の納付＜１月～６月分＞［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出［公共職業安定所］＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

○ 労働保険の今年度の概算保険料の申告と昨年度分の確定保険料の申告書の提出期限＜年度更新＞ 

［労働基準監督署］ 

○ 労働保険料の納付＜延納第１期分＞［郵便局または銀行］ 
 

15 日 
 

○ 所得税予定納税額の減額承認申請＜６月 30 日の現況＞の提出［税務署］ 

○ 障害者・高齢者雇用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 
  

31 日 
 

○ 所得税予定納税額の納付＜第１期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出［労働基準監督署］＜休業４日未満、４月～６月分＞ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］  

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 2 期＞［郵便局または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合があり。 
 

 

【当事務所よりひとこと】 
 

7月、今年も折り返しとなりました。夏本番前にもかかわらず酷暑の日々が続いています。熱中症にも気を付けましょう。 
 

７月の事務所だよりをお届けします。 

今月は「遺族年金の見直しについて」、「カスハラ・就活セクハラに関する法改正について」です。 

お読みいただけますと幸いにございます。 
 

皆さまのお役に立つことができますよう尽力してまいる所存です。 

引き続きご指導ご鞭撻のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。 
 

 


